
大阪市立北斎場及び大阪市立鶴見斎場について、次のとおり指定管理者を指定する。

１ 指定管理者

大阪市北区天神橋７丁目７番５号

北・鶴見斎苑管理グループ

構成員 イージス・グループ有限責任事業組合

伸和サービス株式会社

株式会社 セノン

２ 指定の期間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで

平成２９年１１月３０日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

北斎場及び鶴見斎場について指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、この案を提出する次第である。

議 案 第１７４号

指定管理者の指定について（大阪市立北斎場及び大阪市立鶴見斎場）

１



（公の施設の設置、管理及び廃止）

第２４４条の２ 省 略

２ 省 略

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めると

きは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定す

るもの（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理

を行わせることができる。

４ 省 略

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方

公共団体の議会の議決を経なければならない。

７－１１ 省 略

（参 考）

地方自治法（抄）
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